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(1) このセーリング装備規則は、International Sailing Federation 発行の The

Equipment Rules of Sailing for 2001-2004 を、財団法人日本セーリング連盟が、

翻訳発行したもので、著作権は ISAFが所有します。

(2) 英文を正とします。
翻訳にあたっては、なるべく原文に忠実に訳しましたが、正確を期すため原

文の持つ意味をくずさない程度に意訳した個所もあります。

(3) このセーリング装備規則は、日本国内においては平成13年 5月 1日から施

行します。財団法人日本セーリング連盟に加入する、各クラス協会ならびに

各団体はクラスルールの改定、もしくは発行の為、各競技の実施要綱、なら

びに帆走指示書に本書の一部または全部を転載する事は自由といたします。

(4) 改訂があった場合個別に案内することは困難なため、下記ホームページに注
意していてください。

International Sailing Federation http://sailing.org/

(財)日本セーリング連盟 http://www.jsaf.or.jp/

(財)日本セーリング連盟　計測委員会のＥメールアドレスは下記のとおり

です。

measure@jsaf.or.jp
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序

セーリング装備規則は次の 3部から成って

いる。

• 艇－セーリング競技に用いるスポ

ーツの装備－と個人用装備の使用

に関する規則

• 装備の定義

• 計測規則

この装備規則は、セーリング・スポーツの

国際中央機関である国際セーリング連盟に

より、4年ごとに改正され、公表される。ISAF

では 2001年 3月 1日より発効された。計画

的変更は 2004年まではない。ただし、ISAF

が急を要すると決定した変更は、必要によ

り行われ、各国協会（日本においては日本

セーリング連盟）を通じて発表される。

位置付け

ERS は、レース中の装備の使用を規制する

規定として、ISAFにより採用された。

適用

ERS は、次のものにより適用することがで

きる。

a) クラス規則

b) その管轄下にあるレースのために、レ

ーティング機関による採用

c) 大会のために、レース公示と帆走指示

書の中での採用

d) その管轄下にあるレースのための、各

国協会の規程

e) ISAF理事会により採用された ISAFの

その他の規定と規則

変更

ERS は、次の条件によってのみ、変更する

ことができる。

a) 各国協会の規程で、その管轄下にある

レースのために、ERSの規則を変更す

ることができる。

b) 帆走指示書では、ERSの規則を明確に

引用して、その変更を記載することに

より、ERSの規則を変更することがで

きる。ただし、クラス規則で採用した

ERSの部分は、変更することはできな

い。

c) レーティング機関は、その管轄下にあ

るレースにおいて、ERSの規則を変更

することができる。

提案された規則を改善するため、またはテ

ストするためにローカル・レースにおいて

規則を変更する場合には、上記の制限は適

用されない。各国協会は、これらの変更に

は協会の承認が必要であることを規定する

ことができる。

用語

定義された意味で用いられている用語は、

ERS で定義されている場合には「太字」体

で、RRSで定義されている場合には「斜体」

で示してある。

略語

ISAF 国際セーリング連盟

MNA ISAF加盟各国協会

ICA 国際クラス協会

NCA 国内クラス協会

ERS セーリング装備規則

RRS セーリング競技規則
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Ⅰ部　装備の使用

A節　大会期間中

A.1 クラス規則

A.1.1 クラス規則のない艇

艇とその他の装備品は、ERSⅠ部に

従わなければならない。

A.1.2 クラス規則のある艇

艇とその他の装備品は、そのクラス

規則及び ERSⅠ部に従わなければ

ならない。ただし、変更 (c) で認め

られている範囲でそのクラス規則

により変更したものを除く。

A.2 証明書

A.2.1 証明書の所持

艇は、その艇のクラス規則または証

明機関により求められる条件を満

たしている、有効な証明書を所持し

ていなければならない。

A.2.2 証明書との合致

艇は、証明書と合致していなければ

ならない。

RRS 規則 78「クラス規則に従うこ

と；証明書」も参照。

A.3 セール上の識別

RRS規則 77「セール上の識別」参照。

A.4 広告

RRS付則Ⅱ節の1「広告規定」参照。

A.5 表面摩擦

RRS規則 53「表面摩擦」参照。

A.6 大会計測

RRS 規則 78 「クラス規則に従うこ

と；証明書」参照。

B節　レース中

B.1 個人用浮力体と救命具

RRS規則 1「安全」とRRS規則 40

「個人用浮力体」参照。

B.2 個人用装備

RRS規則 43「競技者の衣類と装備」

参照。

B.3 装備の制限

RRS規則 47「装備と乗員についての

制限」参照。
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B.4 乗員と乗員の位置の制限

RRS規則 47「装備と乗員についての

制限」と RRS規則 49「乗員の位置」

参照。

B.5 人力

RRS 規則 52「人力」参照。

B.6 物質の噴出または放出

RRS規則 53「表面摩擦」参照。

B.7 スパーのセットの仕方

B.7.1 マストにセットされたメイン・セー

ル、フォア・セールおよびミズンの

ブーム

ブーム・スパーの上端の延長は、マ

スト・スパーの中心断面上で、かつ、

マスト・スパーに対し 90 度でブー

ムを取り付けて、下部リミット・マ

ークより上でマスト・スパーと交差

していなければならない。

B.7.2 ヘッド・セールのブーム

ブーム・スパーの前端は、ほぼ艇の

中心断面上になければならない。

B.7.3 スピネーカー・ポールとウィスカ
ー・ポール

RRS規則 50「セールのセットの仕方

とシートの取り方」参照。

B.7.4 バウスプリット

バウスプリットがセットされてい

る場合、内側リミット・マークは、

艇体の外にあってはならない。

B.8 リギンのセットの仕方

B.8.1 フォアステイ

RRS 規則 54「フォアステイとヘッ

ド・セールのタック」参照。

B.9 セールのセットの仕方、シート
の取り方および交換

B.9.1 三角形のメイン・セール、フォア・

セールおよびミズン

(a) セールは、マストの上部リミッ

ト・マークより下になければな

らない。

(b) リーチは、必要な場合は延長し

て、外側リミット・マークの前

方でブーム・スパーの上端と交

差していなければならない。

(c) ルーズ・フットのセールのフッ

トは、必要な場合は延長して、

下部リミット・マークの上でマ

スト・スパーと交差していなけ

ればならない。

B.9.2 ヘッド・セール

バウスプリットにセットしたヘッ

ド・セールのタックは、外側リミッ

ト・マークの後方に取りつけられて

いなければならない。

RRS 規則 54「フォアステイとヘッ

ド・セールのタック」参照。
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B.9.3 スピネーカー・ステイセールとミズ

ン・ステイセール

タックは、シアーラインの内側にな

ければならない。

RRS規則 50「セールのセットの仕方

とシートの取り方」参照。

B.10 重心

B.10.1 補正おもりは、確実に固定されてい

なければならない。

RRS規則 51「バラストの移動」も参

照。

B.11 投錨、係留および上架

RRS規則 45「上架；係留；投錨」参

照。

B.12 霧中信号と灯火

RRS規則 48「霧中信号と灯火」参照。
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Ⅱ部　定義

C節　一般定義

C.1 個人の用語

C.1.1 乗員

艇を操作する競技者または競技者

の一団。

C.1.2 スキッパー

艇と乗員、その他乗艇している全員

に対し責任を持つ、乗艇している乗

員の一団の中の 1人。

C.1.3 個人用装備

携帯または着用しているすべての

個人の所有物および保温するため

および/またはぬれないようにする

ため、および/または身体を保護する

ために乗艇中に着用するもの、人を

舷側に保つためまたは水に浮かぶ

ようにするために着用する個人用

浮力体、安全ハーネスおよびハイキ

ング補助具。

C.1.4 個人用浮力体

人を水に浮かぶように保つことが

できる上体部周りに着用する物。

C.2 艇の用語

C.2.1 艇

レースに参加する乗員により用い

られるスポーツの装備。艇は、艇体、

艇体付加物、バラスト、リグ、セー

ル、関連艤装品、および用いるスポ

ーツ装備のすべての部品品目から

なる。ただし、消耗品と個人用装備

を除く。

C.2.2 セールボード

艇

C.2.3 主軸

互いに 90度である 3 つの主軸‐垂

直、縦、横‐は、設計上の喫水線と

艇体中心断面と関連付けられてい

なければならない。

C.2.4 艇の長さ

適切にセットされたセールとスパ

ーを含む艇の最後部と最前部との

間の縦の距離。

C.2.5 バラスト

艇の復元性、浮力または全重さに影

響を及ぼすために据え付けられた

おもり。バラストは、どんな材質で

も、艇内のどこに置いてもよい。

C.2.6 補正おもり

クラス規則に従って、重さおよび /

または重さの配分の不足を補正す

るために据え付けられたおもり。
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C.2.7 リミット・マーク

計測点を示す、単一色のはっきりと

目立つマークで、マークがつけられ

ている部分と対照的な色であるこ

と。

C.2.8 大会限定マーク

大会における交換がクラス規則に

より管理されている装備に、レース

委員会により付けられたマーク。

C.3 規則

C.3.1 クラス規則

レースに用いなければならない艇

を規定している規則。

C.3.2 クローズド・クラス規則

クラス規則で明確に認められてい

ないものすべてを禁止しているク

ラス規則。

C.3.3 オープン・クラス規則

クラス規則で明確に禁止していな

いものすべてを認めているクラス

規則。

C.4 計測と計測員

C.4.1 基本計測

クラス規則に従っていることを確

かにするために必要とされる計測。

C.4.2 大会計測

RRS付則 J2.2 (10) に従って実施さ

れる計測。

C.4.3 公式計測員

基本計測を実施するために、計測が

行われる各国協会により任命また

は承認された計測員。

C.4.4 大会計測員

レース委員会により任命された計

測員。

C.4.5 インターナショナル・メジャラー

（国際計測員）

国際大会での大会計測員として勤

めるため、およびプロトタイプの艇

を計測するために ISAFにより任命

された計測員。

C.5 証明

C.5.1 証明機関

艇体については、ISAF、オーナーの

所属する各国協会、またはそれらの

代行機関。その他の品目については、

ISAF、証明が行われる各国協会、ま

たはそれらの代理機関。

C.5.2 証明する

基本計測に合格後、証明書を交付す

ること、または証明マークを付ける

こと。

C.5.3 証明書

艇体、またはクラス規則または証明

機関により必要とされるその他の

部分の基本計測合格の証明機関よ

り交付された文書による証拠。
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C.5.4 証明マーク

公式計測員により付けられたまた

は行われた、証明マークを必要とさ

れている部分の基本計測合格の証

拠。

D節　艇体の定義

D.1 用語

D.1.1 艇体

トランサムを含むシェル、上部構造

物を含むデッキ、コックピットを含

む内部構造物、これらの部分に取り

付けたぎ装品および補正おもり。

D.1.2 シアーライン

それぞれを必要な場合延長した、デ

ッキの上部と艇体シェルの外側と

の交点により作られる線。

D.1.3 シアー

中心断面上のシアーラインの投影。

D.2 計測点

D.2.1 艇体の基点

クラス規則に規定された艇体計測

を行う艇体中心断面上の点。

D.3 寸法

D.3.1 艇体の長さ

ぎ装品を除く、艇体上の最前部の点

と最後部の点との間の縦の距離。

D.4 重さ

D.4.1 艇体の重さ

艇体の重さ。
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E節　艇体付加物の定義

E.1 用語

E.1.1 艇体付加物

E1.2からE1.13にあげた品目を含む

装備品すべて。

これらは、固定された場合また

は引き込み式であれば完全に出

した場合、シア－ラインまたは

その延長線の下に全体または部

分的にあり、艇体シェルまたは

別の艇体付加物に取り付けられ

ており、復元性、リーウェイお

よび/または操舵に影響を与え

るために用いる。

補正おもり、不可欠なバラストおよ

び/または取り付けられたぎ装品は、

艇体付加物に含めなければならな

い。

E.1.2 キール

復元性とリーウェイに影響を与え

るために主として用いられる、艇体

中心断面に取り付けられた、固定さ

れた艇体付加物。

E.1.3 ビルジ・キール

復元性とリーウェイに影響を与え

るために主として用いられる、艇体

中心断面から外れて取り付けられ

た、固定された艇体付加物。

E.1.4 フィン

リーウェイまたは方向調節に影響

を与えるために主として用いられ

る固定された艇体付加物。

E.1.5 バルブ

復元性に影響を与えるために主と

して用いられる、別の艇体付加物の

下部にあるバラストを含む固定さ

れた艇体付加物。

E.1.6 スケグ

ラダーの直ぐ前に取り付けられた

フィン。

E.1.7 センターボード

リーウェイに影響を与えるために

主として用いられる、ほぼ艇体中心

断面に取り付けられ、艇体との関係

で動いてもよい横軸の回りで回転

する引き込み式の艇体付加物。

E.1.8 ダガーボード

リーウェイに影響を与えるために

主として用いられる、ほぼ艇体中心

断面に取り付けられ、回転しない引

き込み式の艇体付加物。

E.1.9 ビルジボード

リーウェイに影響を与えるために

主として用いられる、艇体中心断面

を外れて取り付けられた、引き込み

式の艇体付加物。

E.1.10 ラダー

操舵に影響を与えるために主とし

て用いられる、可動式の艇体付加物。

E.1.11 トリム・タブ

ラダーを用いる場合、別の艇体付加

物の縁の前または後に取り付けら

れた可動式の艇体付加物。
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F節　リグの定義

「ブーム」に関する定義は、「ガフ」

と「スプリット」にも適用する。

「スピネーカー・ポール/ウィスカ

ー・ポール」に関する定義は、「ジ

ョッキ・ポール」にも適用する。

「バウ・スプリット」に関する定義

は、「バムキン」にも適用する。

F.1 一般用語

F.1.1 リグ

スパー、スプレッダー、リギン、ぎ

装品および補正おもり。

F.1.2 スパー

セールを取り付けるおよび/または

支えるリグの主構造部分。

F.1.3 スプレッダー

スパー、セールまたはその他のリギ

ンの一端または両端に取り付け、圧

縮時に作用する装備。

F.1.4 リギン

スパー、セールまたはその他のリギ

ンの一端または両端に取り付け、張

力のみに作用する装備。

F.2 リミット・マークの寸法

F.2.1 リミット・マークの幅

スパーの長さ方向で計測した最小

幅。

F.3 フォアトライアングルの寸法

F.3.1 フォアトライアングル・ベース

必要な場合には延長したマスト・ス

パーの前側と上部構造物を含むデ

ッキとの交点と、必要な場合には延

長したフォアステイの中心線とデ

ッキまたはバウスプリット・スパー

との交点との間の縦の距離。

F.3.2 フォアトライアングルの高さ

必要な場合には延長したマスト・ス

パーの前側と上部構造物を含むデ

ッキとの交点と、フォアステイのリ

ギンの点との間の距離。
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F.4 マストの用語

F.4.1 マスト

スパー、そのリギン、スプレッダー、

ぎ装品および補正おもり。ただし、

リグの部分としてマストとの機能

に必須でないぎ装品を除く。

F.5 マストの計測点

F.5.1 マストの基点

クラス規則に規定された、計測の基

準点として用いるマスト上の点。

F.5.2 ヒールの点

スパーとそのぎ装品の最も低い点。

F.5.3 トップの点

スパーとそのぎ装品の最も高い点。

F.5.4 下部の点

スパーの後縁での下部リミット・マ

ークの最も高い点。

F.5.5 上部の点

スパーの後縁での上部リミット・マ

ークの最も低い点。

F.6 マストのセール・リミット・マ
ーク

F.6.1 下部リミット・マーク

ブーム・スパーまたはメイン・セー

ルをセットするためのリミット・マ

ーク。
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F.6.2 上部リミット・マーク

メイン・セールをセットするための

リミット・マーク。

F.7 マストの寸法

F.7.1 マストの長さ

ヒールの点とトップの点との間の

距離。

F.7.2 下部の点の高さ

マストの基点と下部の点との間の

距離。

F.7.3 上部の点の高さ

マストの基点と上部の点との間の

距離。

F.7.4 リギンの点

リギンが次により取り付けられて

いる場合：

フック・ターミナル：必要な場

合には延長した、スパーと交差

するフックの最も低い点。

タング：スパーと交差するスパ

ー・ボルトの最も低い点。

その他の方法：必要な場合には

延長した、スパーの外側とリギ

ンの中心線との間の距離。

F.7.5 フォアステイの高さ

マストの基点とリギンの点との間

の距離。
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F.7.6 シュラウドの高さ

マストの基点とリギンの点との間

の距離。

F.7.7 バック・ステイの高さ

マストの基点とリギンの点または

トップの点のいずれか低い方との

間の距離。

F.7.8 チェック・ステイの高さ

マストの基点とリギンの点との間

の距離。

F.7.9 トラピーズの高さ

マストの基点とリギンの点との間

の距離。

F.7.10 スピネーカー引き上げ高さ

マストの基点と、スパーとスパーに

対し 90 度で必要な場合には延長し

たスピネーカー・ハリヤードの下端

との交点との間の距離。

F.7.11 マスト・スパーの曲がり

スパーを一方の側面を上に、横にし

た場合の、ヒールの点から規定され

た距離でのスパーの後縁と、上部の

点と下部の点との直線の間の最短

距離。
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F.7.12 マスト・スパーのたわみ

スパーを上部の点と下部の点とで

水平に支えたとき、マストの基点か

らの規定された距離でのスパーと、

上部の点と下部の点との間の直線

までの間の最短距離の、マストの基

点から規定された距離に規定され

た荷重のありなしでの差。

(a) 前後：後縁を上にして計測する。

(b) 横：一方の側面を上にして計測

する。
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F.7.13 マスト・スパーの断面

(a) 前後：マストの基点から規定さ

れた距離での、セール・トラッ

クを含む、前後の寸法。

(b) 横：マストの基点から規定され

た距離での、横の寸法。

F.7.14 スパーの重さ

ぎ装品と補正おもりを含む、スパー

の重さ。

F.7.15 マストの重さ

マストの重さ。

F.7.16 先端の重さ

スパーを下部の点で支えたときに、

上部の点で計測したマストの重さ。

F.8 マストのぎ装品

F.8.1 スプレッダー

(a) 長さ：スプレッダーの下縁での

シュラウドの内縁と、必要な場

合には延長したスプレッダーの

下縁とスパーとの交点との間の

距離。

(b) 高さ：マストの基点と、必要な

場合には延長したスプレッダー

の下縁とスパーとの交点との間

の距離。
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F.8.2 スピネーカー・ポールぎ装品

(a) 高さ：マストの基点とぎ装品を

支える部分の中心との間の距離。

(b) 突き出し：ぎ装品の最外部の点

とスパーとの間の最短距離。

F.9 ブームの用語

F.9.1 ブーム

スパー、そのリギン、ぎ装品および

補正おもり。ただし、シート、シー

ト・ブロックおよびキッキング・ス

トラップ/ストラット調整具を除く。

F.10 ブームの計測点

F.10.1 外側の点

スパーの上縁で、スパーの前縁に最

も近い、ブームの外側リミット・マ

ーク上の点。

F.11 ブームのセール・リミット・マ
ーク

F.11.1 外側リミット・マーク

メイン・セールをセットするための

リミット・マーク。

F.12 ブームの寸法

F.12.1 外側の点の距離

ブーム・スパーをマスト・スパーの

中心断面上で、マスト・スパーに対

し 90 度で取り付けたときの、外側

の点とマスト・スパーの後縁との間

の距離。

F.12.2 ブーム・スパーの曲がり

スパーを一方の側面を上に、横にし

たときの、外側の点から規定された

距離での、スパーの上縁と、外側の

点とスパーの前縁のトップとの間

の直線との間の最短距離。
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F.12.3 ブーム・スパーのたわみ

スパーを外側の点とスパーの前縁

とで水平に支えたとき、外側の点か

らの規定された距離でのスパーと、

外側の点とスパーの上縁の上部と

の間の直線までの間の最短距離の、

外側の点から規定された距離

に規定された荷重のありなしでの

差。

(a) 前後：上縁を上にして計測する。

(b) 横：一方の側面を上にして計測

する。

F.12.4 

ブーム・スパーの断面

(a) 垂直：外側の点からの規定され

た距離での、セール・トラック

を含む、垂直寸法。

(b) 横：外側の点からの規定された

距離での横の寸法。
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F.12.5 ブームの重さ

ブームの重さ。

F.13 スピネーカー・ポール/ウィスカ
ー・ポールの用語

F.13.1 スピネーカー・ポール/ ウィスカ

ー・ポール

スパー、そのぎ装品、ブライドル調

整具、末端ぎ装品調節ラインおよび

補正おもり。

F.14 スピネーカー・ポール/ウィスカ
ー・ポールの寸法

F.14.1 スピネーカー・ポール/ ウィスカ

ー・ポールの長さ

スピネーカー・ポール/ ウィスカ

ー・ポールの両端間の距離。

F.14.2 スピネーカー・ポール/ ウィスカ

ー・ポールのスパー断面

スピネーカー・ポール/ ウィスカ

ー・ポールの端からの規定された距

離での断面寸法。

F.14.3 スピネーカー・ポール/ ウィスカ

ー・ポールの重さ

スピネーカー・ポール/ ウィスカ

ー・ポールの重さ。

F.15 バウスプリットの用語

F.15.1 バウスプリット

スパー、ぎ装品および補正おもり。

F.16 バウスプリットの計測点

F.16.1 バウスプリットの点

バウスプリットの船外の端に最も

近いバウスプリット・リミット・マ

ークの点。

F.17 バウスプリット・リミット・マ
ーク

F.17.1 内側リミット・マーク

バウスプリット・スパーをセットす

るためのリミット・マーク。

F.17.2 外側リミット・マーク

ヘッド・セールをセットするための

リミット・マーク。


